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            履修を始めるにあたって 
 

１ 主体的な学習 

学習の成果をあげるためには、単に授業に参加するだけではなく主体的な学習が必要となりま

す。自発的で積極的な学習が行われてこそ、豊かな学びができます。ゆえに、教科書はもちろん、

授業で提示した参考文献や図書室にある関連図書を読んだり、教員や先輩・友人とのディスカッ

ション等を通じて学びあい、深めていきましょう。 

 

２ 卒業要件 

本学に３年以上在学し、以下に示した単位を修得することで、①専門士の称号、②看護師国家

試験の受験資格③保健師・助産師学校の受験資格を得ることができます。 

 

〈卒業単位数〉 

領域 単位数 

令和8年度生 令和5・6・7年度生 

基礎分野 14単位 14単位 

専門基礎分野 22単位 22単位 

専門分野 47単位 47単位 

臨地実習 24単位 23単位 

合計 107単位 106単位 

 

３ 履修のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 履修ガイダンス 

履修科目の決定 卒業要件の確認 

履 修 登 録 

前 期 の 授 業 受 講 

修 了 試 験 

成 績 評 価 

単 位 修 得 

後 期 の 授 業 受 講 

修 了 試 験 

成 績 評 価 

単 位 修 得 

成 績 発 送 



2 
 

４ 教育課程 

１）講義・演習科目 臨地実習 

 

基礎分野は、専門基礎分野、専門分野の基礎として位置づけ、幅広いものの見方や考え方、看護

を学ぶ上で必要な人間や人間の生活の理解をしていきます。教育内容は、「科学的思考の基盤」と「人

間の生活・社会の理解」で構成されています。自ら選択できる「必修選択科目」もあります。 
専門基礎分野は、看護学を学ぶ上で基礎となる３つの教育内容で構成されています。人間の日常

生活行動を援助する際に必要な生命活動を認識できるための「人体の構造と機能」、健康障害の病態

生理や治療を障害別とし援助の根拠の理解へと関連づけられるための「疾病の成り立ちと回復の促

進」、人々が生涯を通じて健康や障害の状態に応じて、社会資源を活用できるように知識や基礎的能

力を養う「健康支援と社会保障制度」で構成されています。 
専門分野は、基礎看護学、地域・在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護

学、精神看護学、看護の統合と実践の領域別に看護実践の理論と方法を学びます。「ナイチンゲール

の理念」を継承した教育内容を、積み重ねながら学習できるように構成されています。 
なお、臨地実習に関しては、実習要項を参照してください。 

 

２）必修科目・選択必修科目 

 

すべての科目は、必修科目・必修選択科目のいずれかに指定されています。 

（１）｢必修科目｣とは、それを履修することが義務づけられている科目のことで、この科目の単

位が未修得の場合は、卒業認定が受けられません。 

（２）｢必修選択科目｣とは、指定された科目の中から希望するクラスを任意に選択して履修する

ことが義務づけられている科目のことで、この科目の単位が未修了の場合は卒業認定が受

けられません。 

 

３）授業の形態 

 

本学では、学期制を導入しています。学期制とは、15週を単位に授業を登録し、定期試験を実

施後、｢単位認定｣をする制度です。授業科目は原則として、前期(4月)後期(10月)毎に開講され

ます｡また、クラスは教育上の効果を考慮して受講者を適当な規模の集団に分けたものです｡ 

 

４）出席 

 

授業内容を理解するためには、平素の授業への出席が必要なことはいうまでもありません。出

席時間数が不足した場合には定期試験の受験資格が与えられず、単位認定されないので注意して

ください。 

 

５）休講・授業変更 

 

各授業担当者において、やむをえない事情により授業を休講、または変更することがあります。 

休講または変更があった場合は、掲示板に掲示します。ただし、急な変更が生じた場合はGoogle 

Classroomにて連絡します。確認しないことで生じる不利益事項は、救済の対象にはなりません。

また、電話での問い合わせには応じません。 
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５ 単位と成績 

１） 単位 

 

本学での学修は、すべて単位制になっています。単位は、学修の量を数字であらわすもので、

単位数は授業科目によって異なります。授業形態は、講義・演習・実習があります。単位制とは、

科目の授業を受け、試験に合格した場合、定められた単位が与えられる制度のことです。すべて、

この単位数によって，学修の達成度が計算され、その単位の合計が一定数を満たし、卒業要件の

ための諸要件を充足した者に対し卒業認定が行われます｡単位の認定には、次の要件が必要です。

①単位認定を受けようとする科目について、履修登録がされている ②授業に出席し、履修に必要

な学習がされている  

③科目の試験を受験し(レポート･論文･筆記試験･授業態度等)その試験に合格したものです。 

 

２） 再試験・追試験 

 

再試験は合格点に満たない場合実施されるものです。 

追試験は、やむを得ない事情により、受験ができなかった場合に実施されます。また追試験の

再試験は実施しません。個人の責任において「再試験受験願」「追試験受験願」を提出し、受験の

機会が得られます。学校便覧を熟読しておきましょう。 

試験時間に15分以上遅刻した場合の受験は認められません。 

 

３） 成績 

 

成績評定は、筆記試験の他レポート・実技・平素の学習状況によって行われます。評定は、Ｓ・

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５区分で表します。成績通知は、後期終了時に学生および父母等へ送付します。 

 

４） 生成AIの利用について 

 

日頃の生活や学習に生成AIを活用している人もいると思います。主体的な学習をする上では、

生成AIについて正しく理解し、あくまで一つのツールであるという認識で利用してください。 

 

（１）生成AIについて 

   ChatGPT をはじめとする生成 AI は便利で使い勝手が良い反面、その内容には虚偽、偏見、

秘匿すべき情報が含まれることがあります。他者の著作権を侵害するといったリスクもありま

す。また、ChatGPT が作成する文章は、「大規模言語モデル」という技術を活用して膨大な情

報から推測し作成されたものです。 
 
（２）生成 AI の使用の可否と使用方法について 

   授業での生成 AI の使用の可否については、担当教員の指示に従ってください。看護教育に

おいて、レポートや論文（ケーススタディ）等を作成する機会が多くあります。学習する上で

は、自ら情報を収集し、思考を重ね、文章化するという過程に主体性をもって取り組むことが

自発的で積極的な学習につながります。 
授業担当教員が生成 AI の使用を認めた場合であっても、生成 AI が作成した文章をそのまま

コピーして提出するのではなく、生成 AI を参考にしながら自分の考えをまとめることが重要

です。なお、生成 AI を使用して作成した場合や生成 AI が作成した内容から引用した場合は、

そのことを必ず明記してください。 
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 （３）生成AI 活用時の不正行為について 
   生成 AI が作成した内容をそのまま、あるいは僅かな部分のみの書き換えを行なって提出す

ることは不正行為となります。 
 
（４）生成 AI 利用時の個人情報の保護と情報漏えいのリスクについて 
  個人やプライバシーに関わる情報を生成 AI に入力することは避けてください。 

 

６．科目の履修手続き 

 １）履修科目登録時の留意事項 

 

履修科目の登録に際しては、講義要綱を熟読の上、決定してください。 

 

（１）４月の履修登録期間に前期、後期に履修する科目のすべてを登録します。 

（２）クラス指定のある科目は、指定されたクラスの指示に従ってください。 

（３）同一時間帯に２科目以上履修することはできません。 

（４）指定された提出日に履修登録をしない場合は、当該年度の受講・受験権利を放棄したとみ

なします。 

（５）履修登録科目は、各年次別に配当されている科目で、その年次に開講している科目および

学年別配当科目より低学年の配当科目です。 

 

 ２）履修登録票記入上の留意事項 

 

次の記入上の注意を熟読し、間違いのないように記入し登録を行って下さい。 
 
（１） 履修登録は、履修登録票に学籍番号・学生氏名・単位数を記入して提出して下さい。 

（ボールペンで記入すること） 
（２） 必修選択科目は、各自希望する科目を選択して記入してください。 
（３） 未履修の科目と当該年次で履修すべき科目とが授業時間割上、同一時限内に重複している

場合 
は、未履修の科目を優先して履修してください。 

 （４）修得科目で聴講を希望する場合は、記入欄に「聴講」と記入してください。その場合、合

計単位数には含みません。 
 （５）記入した履修登録票は、コピーして原簿を提出し、コピーしたものは各自保管して下さい。 
 （６）既修得単位の認定は、指定の期日までに必要な手続きを行ってください。また、担当講師

の認定が決定されるまで該当の講義は受講してください。 
    
※ 聴講の手続きをした科目には、必ず出席してください。 
※ 出席状況によっては、担当講師の判断で聴講を認めない場合があります。 

 


